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研究成果の概要（和文）：これまで障害者のグループホーム(GH)では，「地域」そのものの議論がなされていな
い。本研究では障害者グループホームの「地域」の構造を明らかにし，地域居住を促進する方法を検討すること
を目的とする。調査方法はGHへのアンケート，GH居住者へのアンケートならびに先進地域でのGH居住者へのイン
タビュー等である．これらの調査を通して、地域居住を促進するために以下の取組みが効果的であることを示し
た。 ①面的にグループホームを展開すること，②障害者の生活を支援する拠点を設けること，③徒歩圏に仕事
場や様々な施設があること， ④単調な生活を避けるためにそれらを利用することを促すこと．

研究成果の概要（英文）：While the group home (GH) for people with intellectual disabilities needs to
 increase more and more, the "region" itself has not been discussed although they live in the 
region. Therefore, this study aims to clarify the structure of "region" of people with intellectual 
disabilities who live at GH and to consider the method to advance to live in the region for people 
with intellectual disabilities from the point of the view of the normalization. The methods of this 
study include questionnaires to GH, questionnaires to GH residents, interviews with GH residents in 
the pioneer town. The following approaches are considered effective in living in the region for 
people with intellectual disabilities. ① To set up group homes in the same area, ②To establish the
 center which supports them, ③To keep the working spaces and various living facilities in the 
walking area, ④ To support to find various facilities to avoid the monotonous living. 

研究分野： 建築計画
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 障害者基本法(2011 年改正)や障害者総合
支援法(2013 年施行)により、どんな障害者で
も「施設」ではなく｢地域｣で居住することが
強く求められ、障害者が日常生活を送るにあ
たってさまざまな困難な状況(物理的・社会
的問題)をなくすことが求められ、障害者が
地域居住できるグループホーム（GH）のさら
なる整備・促進が必要である。  
 
２．研究の目的 
 これまでよく議論されきたことは GH とい
う建物の問題が中心であった。本来 GH への
「地域移行」では、健常者と同様に日常的に
買い物に出かけたり、余暇を楽しむといった
地域にある店舗や施設を利用して生活して
いくことが求められているが、「地域」その
ものの議論がなされていない。そこで本研究
では障害者 GH の「地域」の構造を明らかに
し、地域居住を促進する方法を検討すること
を目的とする。 
 
３．研究の方法 
(1)グループホームへの「地域」に関するア
ンケート調査 
 大阪市周辺の 4 市にある障害者 GH345 戸を
対象とした。平成 29 年 2 月～3 月にかけて、
郵送により各法人事務所を通して管理する
GH に配布し、GH 管理責任者等に記入し返送
してもらう方法で行った。表 1にアンケート
項目を示す。有効回答数は 58 部(16.8%)であ
った。 
 
(2)グループホーム居住者への外出に関する
アンケート調査 
 上記(1)のグループホームに居住する障害
者のうちよく外出する人を選んでもらいア
ンケートに回答をお願いした。データの不備
があった回答を除き、分析対象は 71 人であ
る。 
 
(3)先進地域でのグループホーム居住者への
インタビュー調査 
 平成 27 年、平成 29 年に地域居住の先進地
域のグループホームに住む障害者 10 名にイ
ンタビュー調査及び地域居住を支援する団
体にインタビュー調査を行った。障害者への
インタビューでは外出先の状況について 30
分〜1 時間程度インタビューを行った。 
 
４．研究成果 
(1)グループホームへの「地域」に関するア
ンケート調査結果 
 GH の所有状況をみると、所有は戸建住宅の
1戸のみであり、56 戸は賃貸であった（不明
が 1戸）。公営住宅は 21 戸、民間集合住宅は
22 戸、戸建住宅は 15 戸であった。居住者の
性別をみると、男女混合は 2戸であった。建
物の延べ面積をみると、民間集合住宅と公営
住宅では 50 ㎡未満と 80 ㎡未満が 32 戸ある

が、戸建住宅では 80 ㎡以上の GH は 11 戸で
ある。また定員をみると、民間集合住宅と公
営住宅では定員 2 人がそれぞれ 8 戸と 10 戸
と最も多く、戸建住宅では定員 4人が 9戸と
最も多い。平均障害支援区分をみると(表 1)、
軽度(1〜2.9)が 34 戸(58.6%)あり、重度(5.0
〜6.0)が 8 戸ある。 
 
 
 
 
 
 
 最寄り駅までのアクセス手段・時間を表 2
に示す。戸建住宅では徒歩 20 分以内の GH が
10 戸あり、バスで 10 分以内の GH が 4戸であ
る。一方民間集合住宅や公営住宅では公共バ
スの利用が増える。民間集合住宅では徒歩で
のアクセスは 13 戸であり、公共バス 10 分以
内と 20 分以内を合わせて 8 戸である。公営
住宅では徒歩でのアクセスは 10 戸であり、
公共バス 30 分以内が 7 戸と民間集合住宅と
立地の違いが見られる。 
 
 
 
 
 
 
 
 表 2をもとに住宅形式と最寄り駅へのアク
セス手段から GH のタイプ分けを行い、その
タイプと事業所への移動手段の関係をみる
(表 3)。徒歩をみると、戸建-バス型では事業
所数は 3 箇所、集住-バス型では 5 箇所、公
営-バス型では 3 箇所あり、最寄り駅から離
れていても徒歩圏に日中活動の事業所があ
る。送迎車をみると、戸建-徒歩型、集住-徒
歩型、公営-徒歩型ではそれぞれ 12 箇所、3
箇所、4箇所ある。一方で戸建-バス型、集住
-バス型では0箇所であり、送迎車の利用は、
最寄り駅へのアクセスが徒歩である GH のほ
うがバスである GH より多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 次に表 4 に事業所のアクセス手段から GH
のタイプ分けを示し、その結果を表5に示す。
すべて車送迎では一 GH 内で通うすべての事
業所に車で送迎していることであり、戸建住
宅で 5戸、公営住宅で 3戸ある。一部車送迎
で事業所に通う居住者がいる GH は戸建住宅
で 3箇所、民間集合住宅で 2戸、公営住宅で
1戸である。車で事業所への送迎を行う場合、
GH と事業所の往復で”door-to-door”になる

表 1平均障害支援区分と知的障害の占める割合 

表 3事業所へのアクセス手段からみた事業所数

表 2 最寄り駅までのアクセス手段と時間 

10分以内 20分以内 10分以内 20分以内 30分以内

戸建住宅 1 10 4 0 0

民間集合住宅 5 8 3 5 1

公営住宅 3 7 2 2 7

公共バス徒歩



ことが多いと思われるため、「地域」と関わ
ることがないいわゆる「二拍子の生活」にな
りやすい可能性がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)グループホーム居住者への外出に関する
アンケート調査結果 
 表 6に外出先の分類を示す。外出時の不安
点は、なしが 29 人、ありが 42 人であった(表
7)。不安点の内容をみると、金銭の回答が 38
人、次いで道に迷う、他者とコミュニケーシ
ョンが取れないことがそれぞれ 24 人であっ
た。一般的に外出の支援では、世話人と一緒
に買い物に行くこともあるが、ガイドヘルパ
ーを活用することが多い。軽度の居住者の場
合、不安点がなく 1人で外出することが多い
が、GH によっては 1人では外出させないとい
う回答もあった。 
 表 8に障害支援区分別に外出先の種別数を
示す。区分 1の 2人は生活店舗種別や近辺余
暇施設種別でそれぞれの最大値である3箇所、
5 箇所に出かけ、遠方余暇施設種別では 2 箇
所に出かけている。区分 2以上では生活店舗
種別、近辺余暇施設種別、遠方余暇施設種別
で0箇所すなわちそれらに外出していない居
住者がいる。特に区分 6の居住者 8人のうち
生活店舗種別が 0が 5人いる一方、遠方余暇
施設種別で 4箇所以上が 4人いる。 
 居住者の外出先の組み合わせをみるため
に、生活店舗種別数ごとに近辺余暇施設種
別・遠方余暇施設種別の組み合わせと日中活
動の事業所のアクセス手段からみた GH のタ
イプとの関係をみる(表 9)。生活店舗種別
数・近辺余暇施設種別・遠方余暇施設種別が
すべて 0である居住者はいなかった。事業所
へのアクセス手段がすべて車送迎している
GH の居住者のうち、生活店舗種別数・近辺余
暇施設種別は 0かつ遠方余暇施設種別が 0で
ない居住者が 4人いる。これら居住者は事業
所へは車送迎であり、徒歩・自転車でアクセ
スしやすい生活店舗や近辺余暇施設に行っ

ていないことを意味する。日頃から徒歩圏で
の「地域」と関わることはなく、GH と事業所
の「二拍子」の生活を送っている可能性があ
る。これら居住者は遠方余暇施設での外出は
月や年に数回ガイドヘルパーとともに鉄道
を使って外出しているものである。これら居
住者にとっての「地域」は徒歩圏内ではない。
徒歩圏内の「地域」が空白化し、徒歩圏の外
側にある地域が「地域」であると言える。 
 事業所へのアクセス手段がすべて公共交
通である GH の居住者のうち、生活店舗種別
数・近辺余暇施設種別が 0かつ遠方余暇施設
種別が 1である居住者が 5人いる。これら居
住者は平日はバス・鉄道を使って事業所に通
うときにのみ徒歩圏での「地域」と関わって
いる可能性がある。遠方余暇施設での外出は
単独、友人やガイドヘルパーと行っており、
個々に頻度は異なり週3回から月に数回外出
している。彼らにとって「地域」は徒歩圏内
では希薄であり、広域な「地域」であると言
える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)先進地域でのグループホーム居住者への
インタビュー調査 
 インタビュー対象者は男性6名（24〜56歳）、
女性 4名(34〜55 名)であった。地域居住に関
する特徴を以下に示す。10人とも自転車・徒
歩で活動しているが、就労の場へは遠方のた
め 2名が車の送迎を利用していた。スーパー
や飲食店など複数の店舗を使い分けて、気分
や価格などで店舗を選定していた。人混みは
苦手なことや不要なトラブルを避けるため
外出を限定している人がいた。友達と一緒に
出かけて過ごすことでそれらの不安を解消
していた。地域居住を支援するセンターで食
事の提供を受けること、仲間との待ち合わせ

すべて車

送迎

一部車送

迎

すべて徒

歩等

一部徒歩

等

すべて公共

交通

戸建住宅 5 3 0 4 2

民間集合住宅 0 2 1 4 10

公営住宅 3 1 1 2 10

表 4 事業所へのアクセス手段からみたGHの分類 

表 5 事業所へのアクセス手段からみたGH類型数 

表 6 外出先の分類 

表 7 居住者の外出時の不安点(複数回答) 

表 8 外出先種別数からみた障害支援区分別居住者数 



場所にすること、月に 1回の各部会の集会で
地域でのさまざまな活動を行うことにより、
多くの人と出会うきっかけや外出するきっ
かけとなっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以上の調査を通して、地域居住を促進する
ために以下の取組みが効果的であると考え
られる。①徒歩圏の地域にグループホームを
点的に展開するよりも面的に展開すること
が障害者の地域居住を支えやすい。②狭い地
域ごとに地域居住を支える拠点を設けて、日
常的な相談（健康・金銭の管理）や緊急時の
対応ができる体制や、各自が孤立せずさまざ
まな仲間と関わりを持てる場所や機会を提
供する。③徒歩圏に日中活動の場を整備し、
安全を確保した上で日常的に障害者が徒歩
で利用できるようにする。④余暇活動に関心
を持たない障害者がいるためそれを確保し
生活のめりはりを確保する必要がある。 
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表 9 外出先の組み合わせによる事業所へのアクセス手
段からみたGHの類型別居住者数 
 


